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（記録訂正の要否審議の手順）

以下①及び②に掲げる期間は、訂正請求に対して記録の訂正を認める。
① 最近事案以外の事案であって、請求内容を肯定する積極的な事情があるものの請求期間のうち、特定事案の基準に該当する請求期間の一部
② ①の請求期間のうち特定事案の基準に該当しない期間、又は最近事案以外の事案であって、請求内容を否定する消極的な事情がある請求期
間、若しくは最近事案の請求期間のうち総合認定基準に該当する請求期間

➂国民年金記録訂正請求認定基準・要領（案）の概要

2015/1/8

最近事案 ( ※ )

（注） すべての請求期間について、請求期間の全部が特定事案の基準に該当する場合は、請求者の同意の上、年金事務所段階で訂正を行う。
（※） 請求期間に基礎年金番号の導入後の平成９年１月以降の期間を含む事案、又は平成９年１月前の請求期間に対する保険料納付等を同月以降に行ったとしている事案
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①特定事案の基準
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国民年金における特定事案の基準と総合認定の基準との関係

１．特定事案の基準

○ 特定事案の基準は、年金事務所段階での訂正処理基準と同じ基準となっている

※ 国民年金に係る年金事務所段階での訂正処理基準は、総務省年金記録確認第三者委員会における審議結果等を踏ま
え、厚生労働省が定めたものとなっている。

○ 最近事案以外の事案について、

・ すべての請求期間について、請求期間の全部が特定事案の基準に該当し、請求者が同意して
いるときは、年金事務所段階で訂正可能であるが、
・ それ以外の場合は、特定事案の基準に該当するかどうかを確認し、該当する期間は、特定事案
の基準により「訂正」とする。

２．総合認定の基準

○ 特定事案の基準に該当しなければ、総合認定の基準により、認定する。

国民年金保険記録訂正請求認定基準・要領（脱退手
当金）

第２章 認定に当たっての基準

第１節 特定事案の基準

第１ 関連資料がある事案

第２ 関連資料がないが周辺事情がある事案

年金事務所段階における訂正処理基準・要領

第２章 国民年金の年金事務所段階における訂正
処理基準・要領

第１ 関連資料あり事案に係る訂正処理基準・要領

第２ 関連資料なし事案に係る訂正処理基準・要領

＝

＝
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（記録訂正の要否審議の手順）

以下①及び②に掲げる脱退手当金の支給記録は、訂正請求に対して訂正を認める。

① 請求内容を肯定する積極的な事情があり、特定事案の基準に該当する事案の支給記録

② 特定事案の基準に該当しない事案（総合認定事案）のうち、総合認定基準において「脱退手当金の支給事実なし」と認定した事案の支給記録

➂厚生年金保険（脱退手当金）記録訂正請求認定基準・要領（案）の概要

2015/1/8

（注）特定事案の基準に該当する事案は、請求者の同意の上、年金事務所段階で訂正を行う。
（※１）支給事務の不適切な処理の例としては、請求人が所持する脱退手当金の支給決定当時発行済みの厚生年金保険被保険者証に、脱退手当金を支給したことを示す「脱」表示がない など。
（※２）同時に一定の積極的な事情が存在する場合に認定する。
（※３）積極的な事情又は消極的な事情から、（１）から（４）までの認定が著しく不当になると認める場合にあっては、これによらずすべての事情を勘案し総合的に認定する。

訂正要否の審議

・請求内容を肯定する特定の積極的な事情が存在することにより、次の
いずれかに該当し、かつ、請求内容を否定する事情が存在しないこと
本人が請求したとは考えがたい事情が認められる
支給事務に不適切な処理がうかがえる(※１)
支給日より前に脱退手当金未支給期間が認められる

①特定事案の基準

②総合認定基準

積極的な事情が
存在する事案

該当
訂 正

（３）代理請求又は本人請求の可能性
がうかがわれない事案
〔消極的な事情が存在しない事案〕

（４）上記（１）から（３）までの認定方法
のいずれにも該当しない事案

（２）代理請求又は本人請求の可能性
がうかがわれる事案
〔消極的な事情が存在する事案〕

（１）積極的な事情が存在しない事案

総合認定事案

特定事案

支給事実あり

支給事実あり

不訂正

積極的な事情及び消極的な事情を勘案し、
脱退手当金の支給事実の存在を認定する

支給事実なし （※２）

支給事実あり

（※３）
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脱退手当金における特定事案の基準と総合認定の基準との関係

１．特定事案の基準

○ 特定事案の基準は、年金事務所段階での訂正処理基準と同じ基準となっている。

※ 脱退手当金に係る年金事務所段階での訂正処理基準は、総務省年金記録確認第三者委員会における審議結果
等を踏まえ、厚生労働省が定めたものとなっている。

○ したがって、特定事案の基準に該当すれば、年金事務所段階で訂正可能であるが、年金事務所段階で
の訂正に同意されない請求者については、地方厚生（支）局長が訂正決定をすることとなる。

２．総合認定の基準

○ 特定基準に該当しない事案は、総合認定の基準により、認定する。

厚生年金保険記録訂正請求認定基準・要領
（脱退手当金）

第２章 認定に当たっての基準

第１節 特定事案の基準

第１ 本人が請求したとは考えがたい事案又は支給
事務に不適切な処理がうかがえる事案

第２ 支給日より前に脱退手当金未支給期間がある
事案

年金事務所段階における訂正処理基準・要領

第３章 厚生年金保険に係る年金事務所段階におけ
る訂正処理基準・要領

第７ 本人が請求したとは考えがたい事案又は支給
事務に不適切な処理がうかがえる脱退手当金
に係る訂正処理基準・要領

第８ 支給日より前に脱退手当金未支給期間がある
脱退手当金に係る訂正処理基準・要領

＝

＝

 12



 13



総務省の基本方針の別表２と厚生労働省の認定基準・要領（脱退手当金）の別表第１の比較 

○総務省の基本方針の別表２は、肯定的な関連資料の例及び周辺事情の例を示したものであるが、これについて認定基準・要領の【別表第１】の「積極的な事情」にすべて記

載。（※水色部分が該当箇所） 

○その上で、認定に際して実態として考慮しているが、総務省の基本方針の別表２に記載されてないものを認定基準・要領に追加して記載。 

○さらに、消極的な事情については、総務省第の基本方針の別表２に記載がないため、これを追加。 

 

総務省の基本方針 厚生労働省の認定基準・要領（脱退手当金）  

（別表２）   

 

【別表第１】《積極的な事情》 

○事業主・事業所における代理請求又は請求手続代行の可能性

がうかがえない事情 

（１） 資格喪失後おおむね１年程度を超えて、脱退手当金の支給決

定がなされている。 

（２） 請求者とほぼ同時期に退職した脱退手当金の受給要件を満た

す同僚の大部分に脱退手当金の支給記録が無いなど。 

（３） 請求期間当時、当該事業所では、脱退手当金の代理請求を行

っていなかったことをうかがわせる事業主、同僚等の証言がある。 

（４） 資格喪失時には脱退手当金の受給権が無いが、その後の法改

正で受給権が発生している。 

 

○本人が請求したとは考えがたい事情 

（１） 脱退手当金の支給決定がなされた日前の被保険者期間の一

部が、脱退手当金の計算の基礎とされておらず、未支給となってい

る。 

（２） 婚姻等による改姓後おおむね６か月程度を超えて脱退手当金

の支給決定がなされているが、被保険者台帳記号番号払出簿、被

保険者台帳（旧台帳）、被保険者名簿（原票）において、請求者の姓

は改姓されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 36 年の法改

正後に厚年に再

度加入した者は、

昭和 40 年 6 月の

法改正まで、規定

年齢までは厚年

の資格喪失時に

受給権が発生し

ないため、事業主

等によ る代 理請

求等が考え難いこ

とから追加。 

 脱退手当金 

脱 退 手 当

金 の 受 給

の有無 

○ 申立人の委任に基づき事業主による代理請求がなされたとは

考え難い事情 

（肯定的な周辺事情の例） 

・ 資格喪失後おおむね 1 年程度を超えて、脱退手当金の支給決

定がなされている。 

・ 同時期に退職した脱退手当金の受給要件を満たす同僚の大部

分に脱退手当金の支給記録がない。 

・ 事業主、同僚等の証言により、当時、当該事業所では、脱退手

当金の代理請求を行っていなかったことが確認できる。 

 

 

○ 申立人本人が請求したとは考え難い事情 

（肯定的な周辺事情の例） 

・ 脱退手当金の支給決定がなされた日より前の厚生年金の被保

険者期間の一部が、脱退手当金の計算の基礎とされておらず、未

支給となっている。 

・ 婚姻等による改姓後おおむね６か月程度を超えて脱退手当金の

支給決定がなされているが、厚生年金保険被保険者台帳記号番

号払出簿、被保険者名簿（原票）等において、申立人の姓は改姓

されていない。 
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総務省の基本方針 厚生労働省の認定基準・要領（脱退手当金）  

・ 脱退手当金の支給決定がなされた当時又はその後間もなく国民

年金、厚生年金等に加入し、かつ、国民年金については、保険料を

納付している。 

・ 申立人が、将来の年金受給を期待し、脱退手当金を受給するつ

もりはないと話していたなど、脱退手当金の支給を疑わせる関係者

の証言がある。 

 

 

 

 

 

 

○ 事務処理上、脱退手当金の支給を疑わせる事情 

（肯定的な関連資料の例） 

・ 申立人が所持する脱退手当金の支給決定がなされた当時発行

済みの厚生年金保険被保険者証に、脱退手当金を支給したことを

示す表示がない。 

・ 申立人が所持する脱退手当金の支給決定後に再交付された厚

生年金保険被保険者証に、脱退手当金を支給したことを示す表示

がない（当該被保険者証を再交付した旧社会保険事務所（年金事

務所）において、一般的には、脱退手当金の支給を示す表示をしな

い取扱いであったと確認できる場合を除く。）。 

（肯定的な周辺事情の例） 

・ 脱退手当金の支給決定がなされた当時の制度では、男性には

脱退手当金の受給権がないにもかかわらず、申立人の被保険者記

録の性別が男性とされている。 

・ 異なる被保険者台帳記号番号で管理されていた複数の厚生年

金の被保険者期間を対象として脱退手当金が支給されているが、

当該脱退手当金の支給決定がなされた当時、これら複数の被保

険者記号番号の重複取消処理が行われていない。 

 

（３） 脱退手当金の支給決定当時又はその後間もなく国民年金に加

入し、保険料を納付している。 

（４） 脱退手当金の支給決定後間もなく厚生年金等に加入してい

る。 

（５） 請求者が、脱退手当金を受給するつもりはないと話していたな

ど、受給を疑わせる関係者の証言がある。 

 

（６） 請求期間に係る被保険者台帳記号番号と請求期間後の被保

険者期間に係る被保険者台帳記号番号が同一である。 

（７） 請求期間直後までさかのぼって国民年金保険料を特例納付し

ている。 

 

○支給されたとされる時期の事務処理を前提にすると脱退手当金

の支給事実が疑われる事情 

（１） 脱退手当金の支給決定がなされた当時発行済みの厚生年金

保険被保険者証に、脱退手当金を支給したことを示す表示が無い。 

 

（２） 脱退手当金の支給決定後に再交付された厚生年金保険被保

険者証に、脱退手当金を支給したことを示す表示が無い。（当該被

保険者証を再交付した旧社会保険事務所（年金事務所）において、

一般的には、脱退手当金の支給を示す表示をしない取扱いであった

と確認できる場合を除く。） 

 

（３） 請求者の厚生年金記録の性別が男性とされているが、脱退手

当金の支給決定がなされた当時の制度では、男性であれば脱退手

当金の受給権が発生しない。 

（４） 脱退手当金の計算の基礎とされた複数ある被保険者期間の中

に異なる被保険者台帳記号番号で管理された被保険者期間がある

が、番号を統合するための重複取消処理が行われていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらの事情も請

求者が年金の期

間を継続する意

識を有していたも

のと認められる(脱

退手当金の支給

による年金期間の

精算を否定)こと

から追加。 
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総務省の基本方針 厚生労働省の認定基準・要領（脱退手当金）  

・ 支給決定がなされた脱退手当金の額が、本来支給すべき額と相

当程度異なっている。 

・ 厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿、被保険者名簿

（原票）等の氏名又は生年月日が申立人のものと異なっている。 

 

・ 脱退手当金の支給記録がある同僚の厚生年金保険被保険者

台帳記号番号払出簿又は被保険者名簿（原票）には、脱退手当金

を支給したことを示す表示があるが、申立人に係るもののみ、その

表示がない。 

・ 当時、脱退手当金を裁定するには被保険者台帳（旧台帳）の記

録の回答を受ける必要があるにもかかわらず、当該台帳に回答した

表示がない。 

（５） 支給決定がなされた脱退手当金の額が、本来支給すべき額と

相当程度異なっている。 

（６） 被保険者台帳記号番号払出簿、被保険者台帳（旧台帳）、被

保険者名簿（原票）の氏名又は生年月日が請求者のものと異なって

いる。 

（７） 脱退手当金の支給記録がある同僚については、被保険者台帳

記号番号払出簿又は被保険者名簿（原票）に、脱退手当金を支給し

たことを示す表示があるが、請求者については、その表示が無い。 

 

（８） 脱退手当金の支給決定がなされた当時の事務処理では、脱退

手当金を裁定するには被保険者台帳（旧台帳）の記録の回答を受け

る必要があるにもかかわらず、当該台帳に回答した表示が無い。 

 

【別表第２】《消極的な事情》 

○「事業主・事業所における代理請求又は請求手続代行の可能性

がうかがわれる事情」 

訂正請求事案で認められる個別事情が、次のいずれかの場合は、上

記の消極的な事情を有する。 

（１） 請求者とほぼ同時期に退職した脱退手当金の受給要件を満た

す同僚の大部分に、資格喪失の約６か月以内に脱退手当金を支給

した記録があるなど。 

（２） 請求期間当時、当該事業所では、脱退手当金の代理請求を行

っていたことをうかがわせる事業主、同僚等の証言がある。 

（３） 事業所に保存されていた脱退手当金に係る資料に、請求者に

係る記載等がある。 

 

○「本人が請求した可能性がうかがわれる事情」 

訂正請求事案で認められる個別事情が、次のいずれかの場合は、上

記の消極的な事情を有する。 

（１） 請求者が「脱」表示のある厚生年金保険被保険者証を所持し

ている。 
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（２） 請求者が脱退手当金に係る支給決定通知書を所持している。 

（３） 請求者が請求したものと考えられる裁定請求書が現存してい

る。 

（４） 請求者の供述から請求者が脱退手当金を請求又は受給したこ

とについて認識していたことがうかがわれる。 

（５） 脱退手当金の支給決定日に近接する時期に請求者に係る氏

名変更等に係る処理が行われている。 

（６） 脱退手当金の支給決定日に近接する時期に被保険者台帳記

号番号の重複取消処理が行われている。 

（７） 請求期間に重複して国民年金保険料を特例納付している。 

（８） 請求者の厚生年金記録には複数の脱退手当金支給記録があ

る。 

（９） 脱退手当金の支給記録に含まれる一部の厚年被保険者期間

については、受給したことを認めている。 

（１０） 請求理由が変遷している。 

（１１） 通算年金制度創設前に支給決定がなされており、脱退手当

金の支給後、相当期間、厚生年金保険に加入していない。 

（１２） 脱退手当金の支給後、相当期間、公的年金に加入していな

い。 

（１３） 請求期間に係る被保険者台帳記号番号と請求期間後の被

保険者期間に係る被保険者台帳記号番号が別番号になっている。 

○「支給されたとされる時期の事務処理を前提にすると適正な請求

に基づいて支給したと考えられる事情」 

訂正請求事案で認められる個別事情が、次のいずれかの場合は、上

記の消極的な事情を有する。 

（１） 支給報告書、受付経過簿が現存しており、支給記録と相違が

無い。 

（２） 被保険者台帳（旧台帳）に脱退手当金の支給記録（支給日、

支給額等の記載）がある。 

（３） 被保険者台帳（旧台帳）に脱退手当金の支給に係る事務処理

の経過（裁定庁への記録回答事蹟）がある。 
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